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当社連結子会社である株式会社栄光と学校法人国際学園との 

業務提携契約及び事業譲渡契約に関するお知らせ 

 

 

当社の連結子会社である株式会社栄光(以下「栄光」といいます。)は、以下のとおり、本日、学校法人国際

学園（以下「国際学園」といいます。）との間で、業務提携契約及び事業譲渡契約を締結いたしましたので、

お知らせいたします。 

 

１．業務提携及び事業譲渡の理由 

当社の連結子会社である栄光は、構造改革特別区域法に基づく東京都千代田区の「キャリア教育推進特

区」を利用して、「中学校及び高校のプロフェッショナル教員を養成することにより、中等教育全体の質の

向上に寄与し、ひいては教育の新時代を切り拓く」ことを目的として、平成18年４月に株式会社立の教員養

成専門職大学院である「日本教育大学院大学」を設置し、事業を運営してまいりました。 

設置から７年が経過し、１期から６期までの学生合計254人が修了し、その多くが学校教育の現場で教員

として活躍をしております。また、大学院本科における教育以外でも、当社グループ会社の協力のもと、私

立学校への出張授業の提供、教員免許更新講習の実施など、中等教育全体の質の向上に貢献しております。 

 

今般、教育内容の充実を目指したカリキュラム等のリニューアルや教員養成評価機構による専門職大学

院認証評価及び日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価の受審を契機に、大学院をより安定的に運

営する中長期的な方針について検討を進めてまいりましたが、学生の学習環境をさらに向上させ、質の向上

を図るには、学校運営に実績を有し、教員養成にも積極的に取り組んでいる国際学園と協力することが最善

であるとの判断に至り、業務提携契約を締結いたしました。 

あわせて、日本教育大学院大学の事業を国際学園に譲渡することとし、文部科学省の認可を前提に、平

成26年４月１日付で設置者を栄光から国際学園に変更する予定です。なお、事業譲渡後も、栄光は引き続き

日本教育大学院大学の運営を支援し、大学院が安定的かつ自律的に運営できる体制を構築できるよう努めて

まいります。 

 

２．業務提携の内容 

日本教育大学院大学の運営、学校教員養成分野における調査研究、教育分野におけるハードウエア及び

ソフトウエアの技術革新に関する調査研究等において協力してまいります。 
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３．株式会社栄光の概要 

（１） 名 称 株式会社栄光 

（２） 本 店 所 在 地 埼玉県さいたま市南区文蔵一丁目２番９号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 関田 美三男 

（４） 事 業 内 容 学習塾「栄光ゼミナール」の運営を中心とする教育サービス事業 

（５） 資 本 金 2,265百万円 

（６） 設 立 昭和55年 

 

４．業務提携及び事業譲渡の相手先の概要 

（１） 名 称 学校法人国際学園 

（２） 本 部 所 在 地 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘8番80 

（３） 代表者の役職・氏名 理事長 井上 一 

（４） 事 業 内 容 星槎大学、星槎国際高等学校などの運営 

（５） 設 立 昭和55年 

 

国際学園は、昭和55年に学校法人長谷川学園として設立され、幼稚園を開設いたしました。昭和61年に「学

校法人国際学園」に名称を変更し、以降、専門学校、高等学校などを次々と開設し、平成16年には星槎大学を

開学しました。「社会に必要とされることを創造し、常に新たな道を切り開き、それを成し遂げる」ことを建

学の精神として、幅広い分野での教育を行っております。 

 

５．日 程 

（１） 業務提携契約・事業譲渡契約の締結 平成25年５月31日 

（２） 事業譲渡日（予定） 平成26年４月１日 

 

６．今後の見通し 

本件による今期（平成26年３月期）の連結業績予想に与える影響はございません。 

 

以 上 


